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日本の対アジア通商政策
浦田秀次郎＊

　日本とアジア諸国との経済関係は主に貿易と直接投資を通じて近年急速に緊密になってきて
いる。日本企業は生産工程を分解し，直接投資を媒介として分解した工程をそれらが最も効率
的に行える国・地域に配置するというフラグメンテーション戦略をアジアで展開した。その結
果，一つの製品を生産するにあたって，アジア諸国に配置された生産拠点間で中間財・部品が
活発に取引されるようになり地域生産ネットワークが形成された。地域生産ネットワークの形
成はアジア諸国の経済だけではなく日本経済の成長に大きく貢献した。地域生産ネットワーク
形成の背景には，アジア諸国間において発展格差があることから労働者の質・賃金が大きく異
なっていたことやアジア諸国において貿易および直接投資に対する政策が自由化されたことが
ある。但し，貿易や直接投資の自由な動きを制限する障害は依然として残っている。日本とア
ジア諸国の経済成長を促進するには，それらの障壁を削減・撤廃する必要があるが，世界貿易
機関（WTO）での貿易自由化交渉が頓挫している状況では，特定の国との間で貿易・投資を
自由化する自由貿易協定（FTA）が数少ない有効な政策である。アジア地域では東南アジア諸
国連合（ASEAN）を中心として多くの FTAが形成されてきたが，アジア全体を包摂する FTA
については東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉が開始されたばかりである。2015 年を
目標として交渉が進められるが，日本はアジアにおいて最も発展した先進国として，RCEPを
アジア諸国の経済成長に寄与するような内容にすると共に交渉が目標までに合意に至るように
積極的にリードしていかなければならない。日本の対アジア通商政策を構築するにあたって，
アジア諸国の成長は日本の成長には欠かせないことを強く認識しておくことが肝要である。

キーワード：FTA，RCEP，生産ネットワーク
JEL Classification：F13，F15，O53

Ⅰ．はじめに

要　　約

　日本経済は 90 年代初めのバブル崩壊以来，
失われた 20 年と称されるように長期間に亘り
低迷が続いたが，2012 年末に誕生した自民党安
倍晋三政権の下で，「三本の矢」政策が唱えられ，
13 年初めから景気回復の兆しが見えてきた。

三本の矢政策とは，大胆な金融緩和，機動的な
財政出動，民間投資を喚起する成長戦略を指し
ており，それらがアベノミクスを構成している。
大胆な金融緩和と機動的な財政出動は実施され
ているが，成長戦略について「日本再興戦略」
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と題して本年 6月 14 日に発表されたばかりで
ある。同戦略は日本産業再興プラン，戦略市場
創造プラン，国際展開戦略の三つのアクション
プランから構成されているが，実施にあたって
は，ある程度の時間を要すると思われる。
　大胆な金融緩和に反応して，株価上昇と円安
が急激に進み，景気好転への期待が膨らんだが，
その後，株価は下落し，現時点では株価の乱高下
が続いており，日本経済の先行きに関しては不
透明感が払拭できないで状況である。他方，日
本経済を中長期的・構造的視点からみると，人
口減少，少子高齢化，深刻な財政状況，閉鎖的な
経済などの問題を抱えており，これらの問題に
対して適切な対応がなされなければ，日本経済
の将来は極めて悲観的なものになるであろう。
　世界経済に目を転じると，2008 年に発生し
た世界金融危機により深刻な影響を被った米国
経済や欧州経済は積極的な金融・財政政策が功
を奏し，小康を取り戻している。一方，中国，
インド，インドネシアなどの新興国を含む東ア
ジア諸国の経済は，先進諸国における経済低迷
による負の影響を受けたものの，底堅い成長を
持続している。世界経済の成長推進にあたって
は，貿易や直接投資などの国際経済活動の活発
化が大きく貢献する。このような認識に基づき，
世界各国は世界貿易機関（WTO）の下で 2001
年に開始された多角的貿易自由化交渉であるド

ーハ・ラウンド推進の重要性を強調するが，
WTO加盟国間で貿易自由化交渉の進め方など
に対する考え方が異なることから，同ラウンド
は暗礁に乗り上げてしまった。そのような状況
において，貿易自由化に対して同じような考え
方を持つ国々の間で，特定の国との貿易を自由
化する自由貿易協定（FTA）が活発に締結され
るようになった。実際，FTAは近年において
実施されている通商政策の手段は，最も重要な
ものとなっている。
　以上の観察結果を踏まえて，本稿では，日本
経済の将来にとって望ましい対アジア通商戦略
を考察する。結論を先取りする形で述べるなら
ば，日本経済の再興と成長を実現する一つの有
効な手段は高成長が予想されるアジア諸国との
間に貿易と投資を媒介とした緊密な関係を築く
ことであるが，具体的な通商政策としてはアジ
ア諸国との間に広域 FTAを構築することであ
る。以下，第Ⅱ節では近年における日本の東ア
ジアとの貿易および直接投資関係を検討し，第
Ⅲ節では，第Ⅱ節での分析を基に，日本の対東
アジア FTA戦略を検討する。最後に第Ⅳ節で
は FTA政策の分析では扱わないが重要な通商
政策のテーマであるインフラ輸出を取り上げ
る。本稿での分析が日本の成長戦略（日本再興
戦略）の中に含まれている国際展開戦略の実施
にあたって貢献できれば幸いである。

Ⅱ．日本の東アジアとの貿易および直接投資

　日本の対アジア通商戦略を考えるにあたっ
て，日本の東アジアとの貿易および直接投資関
係を把握することは不可欠である。そこで，本
節では，近年における日本の東アジアとの貿易
および直接投資関係を分析する。一つの重要な
分析結果は，日本と東アジアとの間で貿易と直
接投資が大きく拡大してきたが，それらの間に
は生産ネットワークを通じた密接な関係が構築

されたことである。以下では，初めに近年にお
ける日本と東アジアとの貿易および直接投資関
係を明らかにし，次に，その背景にある要因を
分析する。

Ⅱ －１．増大する日本の貿易における東アジア
の重要性
　日本の東アジアとの貿易は 1990 年から 2011
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年にかけて大きく拡大した。日本の東アジアへ
の輸出は 963 億ドルから 4,692 億ドルへと 4.9
倍拡大したのに対し（図１A），東アジアから
の輸入は 662 億ドルから 3,541 億ドルへと 5.3
倍拡大した（図１B）。同期間における日本の
世界への輸出と世界からの輸入は，各々，
2,942 億ドルと 2,332 億ドルから 8,244 億ドルと
8,244 億ドルへと 2.8 倍および 3.5 倍拡大した。
日本の東アジアとの貿易（輸出入）が世界との
貿易（輸出入）よりも大きく拡大しことから，
日本の世界との貿易（輸出入）に占めるアジア
との貿易のシェアは拡大した。
　日本の世界への輸出に占める東アジアへの輸
出のシェアは 1990 年には 32.7％であったが，
2011 年には 56.9％になり，21 年間で 24％ポイ
ントも上昇した（図１C）。日本の世界からの
輸入に占める東アジアからの輸入のシェアも
28.4％から 42.9％へと 14 ポイント上昇したが，
上昇速度およびシェアの水準は，輸出と比べて
低い（図１D）。これらの数字は日本にとって
東アジアは輸入元としてよりも輸出先として重
要であることを示している。日本の貿易相手国・
地域としては，従来，米国と欧州（EU）が重
要であったが，90 年から 11 年にかけて，それ
らの国・地域の重要性は大きく低下した。
　日本の世界輸出に占める米国と EU27 のシェ
アは，1990 年には，各々，31.4%と 22.9%で

あったが，2011 年には，15.0% と 12.8%まで
低下した。また，日本の輸入に関しても，米国
と EU27 のシェアは，同期間において 22.3%お
よび 16.3%から 8.9%および 9.6%へと大きく
低下した。日本の貿易における米国と EU27 の
シェアが大きく低下する一方，東アジアのシェ
アが大きく拡大した理由としては，これらの国・
地域における経済成長率の違いが大きい。高い
経済成長を遂げている国・地域は生産拡大によ
り輸出能力が拡大すると共に所得の上昇により
輸入需要が拡大することから，貿易は大きく拡
大する。日本の東アジアとの貿易が大きく増大
した今ひとつの理由としては，後述するように，
日本企業が貿易志向の強い直接投資を東アジア
において活発に展開したことがある。
　因みに，日本の輸出における東アジア，米国，
EU27 を合わせたシェアは 90 年から 11 年にか
けて 87.1% から 84.6%へと僅かに低下した。
また，日本の輸入に占める同シェアは 67.1%
から 61.4%へと低下した。日本の輸入に占め
るこれらの国・地域のシェアが低いのは，原油・
天然ガスなどのエネルギー資源の中近東諸国や
ロシアからの輸入が大きなシェアを占めている
からである。
　日本の貿易に占める東アジアのシェアの拡大
を確認したが，日本との貿易関係とその変化に
ついては東アジア諸国・地域間で大きな違いが

図１A　日本の地域別輸出
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図１B　日本の地域別輸入

図１C　日本の地域別輸出構成

図１D　日本の地域別輸入構成

（資料）RIETI，RIETI-TID 2012 より作成
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ある。東アジアを中国，NIEs（韓国，台湾，香
港），東南アジア諸国連合（ASEAN）およびイ
ンドという形で分類すると，日本との貿易関係
が大きく拡大しているのは中国であることが分
かる（図１C，図１D）。実際，日本の貿易に占
めるシェアでみると，そのシェアを大きく拡大
させているのは中国のみで，他の地域・国につ
いては 1990 年から 2011 年にかけて，シェアに
大きな変化は見られない。具体的な数字を見て
みよう。日本の輸出と輸入に占める中国のシェ
アは 90 年には，各々，3.0% と 5.1%であったが，
11 年には，実に 22.9% と 20.9%へと大きく上
昇した。日本の輸出に占める NIEs，ASEAN，
インドのシェアは同期間に，各々，16.7%から
19.3% ，12.5% から 13.5%， 0.5%から 1.3%へ
と僅かに上昇しただけであった。また，日本の
輸入に占める NIEs，ASEAN，インドのシェア
については，ASEANに関しては 12.6%から
14.3%へと僅かに上昇したが，NIEsとインド
のシェアは，9.8% から 6.9%， 0.9% から 0.8%
へと僅かであるが，低下した。
　将来においては，近年において観測されてい
るように，米国や EUのような先進諸国・地域
と比べて中国やインドなどの東アジア諸国にお
いてより高い経済成長が予想されることから，
日本の貿易に占める東アジア諸国の割合は，現
在よりもさらに大きく拡大すると思われる１）。

Ⅱ －２．日本の対東アジア貿易における商品構
成：生産ネットワークの拡大
　日本と東アジアの経済関係は相互の貿易にお
ける商品構成に反映される。そこで，日本の東
アジア諸国との貿易における商品構成を検討し
よう。日本の東アジア諸国への輸出の商品構成
は 1990 年から 2011 年にかけてあまり変化はな
い（表１）。1990 年，2000 年，2011 年の 3 時
点で大きなシェアを占めているのは，電気機械，
一般機械，化学製品，鉄鋼・非鉄金属・金属製
品である。特に，電気機械および一般機械は，

各々，3時点において総輸出の 20％以上のシェ
アを占めている。因みに，化学製品および鉄鋼・
非鉄金属・金属製品のシェアは 10%から 15%
であった。その他の商品で比較的に大きなシェ
アを占めているのは，輸送機械および精密機械
であり，その他の商品のシェアは数パーセント
と小さい。東アジア諸国への輸出で観察された
商品構成は，中国，NIEs，および ASEAN諸国
への輸出においても同様に観察される。中国，
NIEs，および ASEAN諸国への日本の輸出品構
成が類似している理由としては，日本はそれら
の国々と比較すると，最も経済発展が進んでい
ることから，それらの国々との関係では比較優
位のパターンが類似しているからである。つま
り，日本は，中国，NIEs，ASEAN諸国と比べて，
高度な能力を持つ人材を大量に必要とする電気
機械や一般機械などのハイテク製品に比較優位
を持っているのである。
　日本の東アジア諸国からの輸入品構成は
1990年から2011年にかけて変化した。食料品，
パルプ，石油・石炭製品といった天然資源を使
用する商品のシェアが低下したのに対し，一般
機械，電気機械などの機械製品のシェアが大き
く拡大した。このような変化は，東アジアにお
いて工業化が進展したことを反映している。そ
のような変化の中で，労働集約的な商品である
繊維製品は比較的に高いシェアを維持してい
る。日本の輸出商品の構成と異なって，日本の
輸入商品構成は，中国，NIEsおよび ASEAN
からの輸入で大きく異なっている。中国からの
輸入品では，食料品，繊維製品，石油・石炭製
品のシェアが大きく低下したのに対し，電気機
械，一般機械，化学製品等のシェアが大きく拡
大した。2011 年時点で大きなシェアを占めて
いるのは，繊維製品，電気機械，一般機械であ
る。NIEsからの輸入品構成に関しては，中国
からの輸入品構成と同じような変化が観察され
る。但し，2011 年における輸入品構成につい
ては，中国とは大きく異なっている。電気機械

１ ）東アジア諸国や先進諸国などの経済に関する将来予測については，OECD（2013）などを参照。
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が最も高いシェアを記録しているが，その他に
高いシェアを示しているのは鉄鋼・非鉄金属・
金属製品，石油・石炭製品，化学製品などの中
間財である。これらの商品構成の違いは，中国
と比べて NIEs諸国の経済発展段階がより進ん
でいることによる。ASEANからの輸入品で最
も大きな位置を占めているのが石油・石炭製品
である。これはインドネシアからの石油および
石油製品の輸入が大きいからである。また，食
料品，パルプなども，1990 年からシェアは低
下したが，2011 年においても比較的に高い値
を示している。このような ASEAN諸国からの
輸入品構成の背景には，ASEAN諸国において
天然資源が豊富に存在することがある。
　日本のアジア諸国との貿易を商品の属性に着
目して見ると，両者の間に興味深い関係が現れ
てくる。図２Aおよび図２Bには商品を，素材
（一次産品），中間財，最終財に分類してとらえ
た日本の東アジアへの輸出と東アジアからの輸
入の状況が示されている。同図から，日本の東
アジアへの輸出においては中間財が大きな位置
を占めていることが読み取れる。実際，日本の
東アジアへの輸出に占める中間財のシェアは

1990 年 か ら 2011 年 に か け て，61.5% か ら
69.1%に上昇した。一方，最終財のシェアは同
期間において，37.8%から 28.7%へと低下して
いる。日本の東アジアからの輸入においては，
中間財のシェアは上昇しているが，日本からの
東アジアへの輸出と比べると低く，最終財のシ
ェアが高い。日本の東アジアからの輸入に占め
る中間財のシェアは 1990 年から 2011 年にかけ
て 41.8％から 48.2％へ上昇したのに対し，最終
財のシェアは 37.0％から 44.0％へと上昇した。
日本の東アジアからの輸入で今一つ特徴的な変
化は，素材のシェアが 21.2％から 7.8％へと大
きく低下したことである。この変化は日本の東
アジアからの素材の輸入が減少したのではな
く，中間財と最終財が大きく拡大したことによ
っている。実際，この期間に日本の東アジアか
らの素材の輸入は 2倍以上に拡大したが，中間
財と最終財の輸入はそれを上回って増加したこ
とから，素材のシェアが低下したのである。因
みに同期間における東アジア諸国間の貿易にお
いては，中間財のシェアが 54.2％から 64.4％へ
と上昇したのに対し，素材と最終財のシェアは，
各々，8.7％と 37.2％から 5.9％と 29.6％へと低

表１　日本の東アジア諸国との貿易における商品構成（％）

（資料）RIETI，RIETI-TID 2012 より作成
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図２A　日本のアジア向け商品別輸出

図２B　日本のアジからの商品別輸入

図２C　東アジア域内の商品別貿易

（資料）RIETI，RIETI-TID 2012 より作成
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下している。
　東アジアと日本の貿易において中間財が大き
く拡大していることを観察したが，その背景に
は東アジアにおける生産ネットワークの形成が
ある２）。生産ネットワークとは，繊維製品や機
械製品のように一つの製品の生産にあたって
様々な工程や部品などを必要とする産業・企業
において，全体の生産工程を各工程に分解し，
それらの工程が最も効率的に行われる国や地域
に配置し，それぞれの工程において生産された
部品を最終組み立て地に集め，完成品を組み立
てるような生産システムである。つまり，生産
ネットワークの中では，部品・中間財が活発に
貿易されるのである。図２Cから，東アジア地
域における貿易で，中間財が大きな割合を占め
ていることが分かる。生産ネットワークの下で
生産された最終財は欧米市場を中心として世界
各国に輸出されたことから，東アジア，その中
でも大きな位置を占めていた中国が「世界の工
場」と呼ばれるようになった。今後，東アジア
において高成長が予測されていることから，東
アジアで生産・組み立てられた最終財が東アジ
ア市場に供給されるようになり，東アジア経済
の自立性が高まると思われる。
　生産ネットワークは 80 年代半ば頃から日本
企業や米国企業などの多国籍企業によって東ア
ジアで構築されてきたが，現在では，韓国企業
や中国企業など様々な国々の企業が生産ネット
ワークを形成している。また，当初は，同一企
業内でのネットワークであったが，次第に，他
の多国籍企業や現地企業へとネットワークの範
囲が拡大していった。東アジアにおいて生産ネ
ットワーク構築を可能にした要因としては，東
アジア諸国における大きな発展格差の存在があ
った。例えば，一人当たり GDP（2011 年）で
みるとシンガポールのように 46,241 ドルと極
めて高い国がある一方，カンボジアのように
897 ドルと極めて低い国もある３）その他の国々

は，シンガポールとカンボジアの間に散らばっ
ている。東アジア諸国間における大きな発展格
差の存在は，各国間における労働者の能力およ
び賃金において違いがあることを意味してお
り，多国籍企業は，各生産工程において必要と
なる人材が豊富に存在する国・地域に工程を配
置することで，生産ネットワークを構築したの
であった。
　東アジアにおける生産ネットワークの構築・
拡大は東アジア諸国の経済成長に大きく寄与し
た。東アジア諸国は生産ネットワークに参加す
ることで，貿易と投資の活発化を通じて生産や
雇用の拡大を実現しただけではなく，多国籍企
業との取引などを通じて優れた技術や経営ノウ
ハウなどを導入することで生産効率の向上を実
現することができた。他方，日本企業も東アジ
アにおける生産ネットワークを活用すること
で，日本本社および東アジア拠点間での効率的
分業体制が可能になり，企業全体としての効率
性を向上させることができるようになった。
　日本と東アジアとの貿易に戻ろう。日本の東
アジアとの貿易については，輸出において中間
財の割合が極めて高い一方，東アジアからの輸
入においては，比較的に最終財の割合が高いこ
とを観察した。このような日本の東アジアとの
貿易パターンは，日本は東アジアに対して中間
財を供給し，それらの中間財を用いて東アジア
で組み立てられた最終財を輸入するという役割
を果たしている。日本と東アジアとの発展格差
は徐々に縮小していくであろうが，格差解消に
はかなりの時間が必要であることから，上述し
たような東アジアとの関係における日本の役割
は長期間に亘って変わらないと思われる。但し，
東アジア諸国における高成長が継続する可能性
が高いことから，高成長による国民の所得水準
の向上によって，日本で生産される高価格の最
終財に対する需要が増加することが予想され，
その結果，日本から東アジアへの輸出に占める

２ ）東アジアにおける生産ネットワークについては，例えば，Kimura （2006）を参照。
３ ）World Bank, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4&DisplayAgg

regation=N&SdmxSupported=Y&CNO=2&SET_BRANDING=YES
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最終財のシェアが上昇する可能性が高い。

Ⅱ－３．日本の東アジアへの直接投資
　前節では，近年における東アジアでの貿易の
特徴の一つとして，生産ネットワークの下にお
ける中間財貿易の大きな拡大が観察された。ま
た，生産ネットワークの構築にあたっては，多
国籍企業による直接投資が大きな役割を果たし
てきたことも指摘された。そこで本節では，日
本企業によるアジアへの直接投資の近年におけ
る動きをみることにする。
　日本からアジアへの直接投資は 90 年代末に
はアジア通貨危機の影響で大きく減少するが，
その後，回復し，21 世紀に入り大きく拡大し
ている（図３）。日本の対外直接投資（国際収
支ベース・フロー）で地域別の統計が取れる
1996 年以降について具体的な数字を追ってみ
よう。日本のアジアへの対外直接投資は 1996
年には，98 億ドルであったが，アジア通貨危
機が発生した 97 年に 131 億ドルのピークを記
録した後，減少した。99 年には 18 億ドルまで
低下するが，その後，急速に回復し，世界金融

危機が発生した 2008 年には 233 億ドルまで増
加した。その後，2009 年には減少するが，
2010 年には回復し，2011 年においても増加傾
向は継続し，同年，395 億ドルに達した。1999
年の水準と比べると実に 22 倍の伸びである。
アジアの国別にみると，中国への投資が最も大
きく，次いで，シンガポールやタイなどの
ASEAN諸国への投資が大きい。日本の世界へ
の対外直接投資に占めるアジアへの投資のシェ
アについては，フローで捉えた数字は年ごとに
大きく変化することから，年末の残高ベースの
数字でみると，2011 年末では，26.7％であった。
同年における北米および欧州のシェアは，各々，
29.7％と 23.9％であったことから，日本企業に
とってアジアは，北米や欧州と同じように重要
な地域であることがわかる４）。日本からアジア
への直接投資を産業別でみると，製造業では，
電気機械，輸送機械，非製造業では，流通（卸
売・小売），金融・保険などが大きな位置を占
めている５）。
　日本企業の海外への進出状況を対外直接投資
の動向で検討したが，日本企業の海外での活動

図３　日本の地域別対外直接投資：フロー

４ ） ジェトロにより発表されている数字を参考にした。
５ ）日銀の国際収支統計による。

（資料）ジェトロ，直接投資統計から作成
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状況については，日本企業の海外子会社（現地
法人）による売上高に着目することで，実態が
見えてくる（図４）。同図によれば，アジアで
操業する日本企業の海外子会社による売上高は
2001 年度には 35.9 兆円であったが，10 年後の
2011 年度には 2倍以上増加して 79.8 兆円を記
録した。他方，在北米海外子会社は 2001 年度
にはアジアの海外子会社の売り上げを大きく上
回って 59.5 兆円を計上していたが，世界金融
危機などの影響により 2011 年度には売上高は
50.8 兆円に低下した。在欧州海外子会社の売り
上げは 2001 年度から 2011 年度にかけて 26.8
兆円から31.3兆円へと小幅に増加した。因みに，
アジア諸国の中では，在中国海外子会社，在
ASEAN４（インドネシア，マレーシア，フィ
リピン，タイ）海外子会社，在 NIEs（韓国，
台湾，シンガポール）海外子会社の 2011 年度
の売上高は，各々，27.4 兆円，22.9 兆円，18.1
兆円であった。21 世紀に入り，在アジア海外
子会社の売上高が大きく増加した結果，日本企
業の海外子会社による全世界における売上高に
占める在アジア子会社のシェアは，2001 年度
から 11 年度にかけて 26.6％から 43.8％へと大
きく上昇した。これらの数字は，日本企業にと
ってアジアの重要性が増加していることを示し

ている。
　日本のアジアへの直接投資は，アジア諸国が
輸入を規制することで国内産業を育成する輸入
代替戦略を推進していた 60 年代から 80 年代半
ばにかけては，現地市場での販売を目的とした
ものが多かったが，急速に円高が進んだ 80 年
代半ば以降においては，既に説明したような，
生産ネットワークを形成することを目的とした
ものが大きく拡大した。

Ⅱ －４．アジア諸国おける貿易および投資政策
の自由化の進展
　日本の貿易および直接投資においてアジアの
重要性が増大したことを確認したが，その背景
には様々な要因があった。第一の要因としては，
既に述べたように東アジア諸国が高い経済成長
を実現してきたことがある。ある国・地域にお
ける貿易と経済成長の間には相互に影響しあう
ような関係が存在するが，アジア諸国の高成長
には工業製品の輸出が大きく貢献した。他方，
アジア諸国の工業製品の生産には，日本等の
国々からの中間財が必要であったことから，日
本のアジア諸国への輸出が拡大した。一方，日
本のアジア諸国からの輸入の拡大は，アジア諸
国の工業製品生産における質および量の両面で

図４　日本企業の海外子会社による地域別売上高

（資料）経済産業省，海外事業活動基本調査，各年度より作成
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の能力向上によるところが大きい。日本のアジ
アとの貿易関係の拡大に関しては，前節での生
産ネットワークに関する説明で明らかにしたよ
うに，日本の東アジアへの大量の直接投資が大
きく貢献した。
　第二の要因としては，第一の要因とも関連す
るが，東アジアにおける貿易と投資環境の整備
が挙げられる。具体的には，貿易および直接投
資政策の自由化や輸送インフラなどの改善が挙
げられる。後に東アジア新興工業経済群（NIEs）
と呼ばれるようになった，韓国，台湾，香港，
シンガポールは 60 年代にそれまでの輸入を制
限することで国内産業の育成を図った輸入代替
政策から輸出を拡大することで経済成長を実現
することを狙った輸出促進政策に転換した。70
年代から 80 年代には，タイ，マレーシア，イ
ンドネシア，フィリピンなどの ASEAN4 と呼
ばれる国々が，同様の政策転換を行った。また，
79 年には中国が改革・開放を進め，86 年には
ベトナムがドイモイ政策を実施した。さらに
90 年代後半になると，ラオス，カンボジア，
ミャンマーなどの新規 ASEAN加盟諸国が後に
続いた。輸入代替政策から輸出促進政策への転

換は，関税率の低下で見ることができる（表２）。
　投資政策の変化についての検証は，投資に関
しては貿易における関税のような指標がないこ
とから難しい。経済協力開発機構（OECD）は
OECDメンバーおよびその他のいくつかの国々
について，投資規制指数（FDI Restrictiveness 
Index）を推計しているが，それによると，多く
の東アジア諸国において投資自由化が進展して
いることが分かる６）。同指標は，外国企業によ
る出資への制限，直接投資受け入れに当たって
の審査プロセス，外国人幹部の雇用，利益送金
などの操業における制限の 4分野における規制
状況を基に構築されているが，0が最も自由化
されている状況であるのに対し１が最も閉鎖的
な状況を示すように数値化されている。OECD
の調査の対象になった東アジア諸国について
は，1997 年から 2012 年にかけて，マレーシア
（0.510 → 0.214），インドネシア（0.490 → 0.329），
インド（0.484 → 0.273），中国（0.633 → 0.407），
韓国（0.532 → 0.143）といった数値が報告され
ている。
　東アジア諸国では貿易政策および投資政策の
自由化が進んだが，多くの国々では依然として，

表２　東アジア諸国の関税率の推移（％）

（資料）World Bank, World Development Indicators on line.台湾については，APEC, StatsAPEC

６ ）OECD, FDI Regulatory Restrictiveness Index, website, http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
　　2013 年 4 月 20 日にアクセス。
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貿易および投資障壁が残っている。貿易および
投資の拡大により，さらなる経済成長を実現す
るには，それらの障壁を削減・撤廃する必要が
ある。また，多くの東アジア諸国にとっては，
通常，狭義の貿易政策や投資政策には含まれな
いが，通関手続きや物流・貿易インフラなど貿
易や投資に大きな影響を与える，所謂，貿易円
滑化措置の改善も，貿易や投資の拡大にあたっ
ての重要な課題である。表３に示されているよ
うに，国際物流の効率性については，シンガポ
ールや香港のように非常に効率的な国もある一

方，ミャンマー，ラオス，カンボジアのように，
極めて非効率な国もある。さらに，人材育成，
透明性が高く安定的な経済制度の構築・運用，
裾野産業の育成などが，直接投資受入の拡大に
は重要である７）。貿易および投資の自由化の推
進と共に円滑化措置の改善が進めば，日本のア
ジアとの貿易及び投資の拡大をもたらす。これ
らの課題克服に向けては，諸外国や国際機関か
らの通関業務や動植物検疫などに関する技術支
援を有効に活用することが必要である。

表３　国際物流の効率性：2012 年

（資料）World Bank, Logistics Performance Index

Ⅲ．日本の対東アジア FTA戦略

されてきた。但し，50年代から90年代にかけて，
米国および欧州との間において繊維，鉄鋼製品，
電気製品，自動車などの製品に関して日本から
の輸出が増加したことで貿易摩擦問題が発生し

　日本の通商政策は 1990 年代末までは，基本
的には，関税貿易一般協定（GATT）・世界貿
易機関（WTO）の下で，GATT・WTO加盟国
を差別しないという無差別原則に則って，実施

７ ）日本企業のアジア諸国などにおける操業での問題点に関しては，国際協力銀行（2012）やジェトロ（2012b）
などを参照。
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た際には，二国間での貿易取り決めを締結する
ことで決着したこともある。そのような状況の
中で，90 年代末になると，日本は特定の国と
の間で貿易障壁を撤廃する貿易取り決めである
自由貿易協定（FTA）に関心を持つようになっ
た。その後，21 世紀になると，日本は東南ア
ジア諸国連合（ASEAN）加盟国を中心として，
積極的に FTAを締結するようになった。本節
では，日本の東アジアにおける FTA戦略を分
析する。

Ⅲ －１．急速に進む東アジア諸国との FTA 構
築
　日本にとって最初の FTAはシンガポールと
の FTAであり，2002 年 11 月に発効した（表４）。
FTAは基本的にはモノの貿易を自由化する取
り決めであるのに対し，日本がシンガポールと
発効させた取り決めは，モノの貿易の自由化だ
けではなく，サービス貿易や投資の自由化，モ

ノおよびサービス貿易の円滑化，さらには知的
財産権，競争政策，政府調達，貿易円滑化，協
力など包括的な内容を含んでいることから，経
済連携協定（EPA）と呼ばれている８）。EPA構
築の背景にはモノだけではなくヒト，カネ，情
報などが国境を超えて自由かつ活発に移動する
ようになった国際経済環境の下で，経済的に大
きなメリットをもたらすためには，広範囲に及
ぶ包括的な取り決めが必要であるという認識が
ある。
　その後，ASEAN諸国を中心として FTA交渉
を行い，2013 年 6 月時点では，シンガポール，
メキシコ，マレーシア，チリ，タイ，インドネ
シア，ブルネイ，フィリピン，スイス，ベトナ
ム，インド，ペルー（発効順）の 12 カ国との
二国間 FTAと ASEANとの地域 FTAを発効さ
せている（表４）。現在，韓国，豪州，湾岸協
力会議（GCC）諸国，モンゴル，カナダ，EU
との FTA，日中韓 FTAおよび地域包括的経済

表 4　日本の FTA

（注）＊韓国との FTA交渉は 2004 年 11 月より中断
　 　 RCEPは東アジア地域包括的連携協定であり，日中韓，ASEAN，豪州，ニージーラ

ンド，インドをメンバーとする
（出所）外務省資料

８ ）但し，本稿では EPAではなく，一般的用語である FTAを用いる。
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連携協定（RCEP）交渉を進めている。ただし，
韓国との FTA交渉は 03 年 12 月に始まったも
のの，交渉枠組に関して意見が対立したことで
04 年 11 月に中断し，その後，交渉は再開され
ていない。RCEPは ASEAN諸国，日中韓，イ
ンド，豪州およびニュージーランドをメンバー
とする FTAであり，15 年末までの合意を目標
として 13 年 5 月に交渉を開始した。環太平洋
連携協定（TPP）については，日本が 13 年 3
月に交渉参加の意思を表明し，現在，交渉に参
加している 11 カ国からの了承を待っていると
ころである。
　日本の貿易に占める FTA発効国との貿易の
割合（FTAカバー率）は現時点では，18.6％で
あり，韓国（33.9％），米国（37.8％），EU（26.9%），
中国（23.9%）よりも低い９）。日本の FTAカバ
ー率が低い理由は，日本の大きな貿易相手国で
ある中国，米国，EU，韓国などとの FTAが締
結されていないからである。現在，交渉中の
FTAおよび交渉参加を表明している TPPが締
結・発効されれば，日本の FTAカバー率は 80
％以上に跳ね上がる 10）。

Ⅲ－２．日本にとっての FTAの意義
　前述したように，日本は 90 年代末までは，
無差別を基本原理とする GATT・WTOの下で
貿易政策を展開していたことから，差別的な取
り決めである FTAに関心を持っていなかった。
実際，GATT・WTOによる多角的枠組みに反
する FTAに対しては批判的な姿勢を取ってい
たことから，日本は FTA締結に向けて相手国
に働きかけたわけではなかった。日本はメキシ

コ，シンガポール，韓国などの国々から FTA
を提案されたのであった 11）。メキシコは貿易
拡大により経済成長を推進するために FTAの
ハブになるべく，当時既に多くの国々と FTA
を締結・発効させており，その一環として，東
アジアの経済大国である日本へ働きかけてきた
のであった。シンガポールの日本へのアプロー
チについても，メキシコと同様の動機があった
が，それだけではなく，アジア通貨危機に見舞
われた東アジア諸国が将来の危機を回避するた
めに地域協力の重要性を認識し，地域協力の一
つの有力な手段として FTAを考えるようにな
ったことがある。この動機は，アジア通貨危機
で大きな打撃を受けた韓国の日本へのアプロー
チの背景にも存在する。当初はあまり乗り気で
はなかった FTAの提案に日本が応じた背景に
は，いくつかの理由があった。
　第一の理由としては，日本政府が日本企業に
とっての輸出市場の確保および海外での自由な
ビジネス環境の整備を FTAで実現しようとし
たことがある。90 年代末においては，世界で
FTAや関税同盟などの地域貿易協定が急増し
ており，日本はそれらに参加していなかったこ
とから，日本企業は輸出市場で差別的待遇を受
けることによって生じる被害を感じるようにな
っていた 12）13）。一つの具体的な例としては，
メキシコとの FTAが挙げられる。メキシコ市
場では米国企業は 1994 年に設立された北米自
由貿易協定（NAFTA）により輸入関税免税措
置を享受しており，また，EU企業も EUメキ
シコ FTAにより輸入関税免税措置を受けてい
た。一方，日本がメキシコと FTAを締結して

９）経済産業省（2012b）
10）経済産業省（2012b）
11）浦田・日本経済研究センター（2002），浦田（ 2006）などを参照。
12 ）GATT・WTOでは，地域統合の形態として加盟国間での貿易障壁を撤廃する自由貿易協定（FTA）と加盟
国間の貿易障壁を撤廃すると共に非加盟国に対して共通の貿易政策を適用する関税同盟が認められており，
それらを総称して地域貿易協定（RTA）と呼んでいる。RTAは GATT24 条において，いくつかの条件付きで
認められているが，主な条件とし以下の三点がある。非加盟国に対する貿易障壁は地域統合前より高めては
ならない，加盟国間の貿易障壁を実質上すべての貿易について廃止する，地域統合は妥当な期間内に完成さ
せなければならない，というものである。
13 ） 世界における RTA増加の状況や要因などについては，浦田（2013）を参照。
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いなかったことから，日本企業はメキシコへの
輸出において高い関税障壁に直面し，米国企業
と EU企業との比較で不利な競争条件を強いら
れていた。また，メキシコが政府調達市場を
FTA締結国にのみ開放していたことも，日本
企業のビジネスチャンスを奪っていた。メキシ
コ市場での不利な競争状況を克服すべく，日本
企業は日本政府にメキシコとの FTA締結を強
く働きかけた。これまでの議論から分かるよう
に，FTAは FTAを増加させる効果，所謂，ド
ミノ効果を持っている。このような効果が機能
したことが，世界の FTAを急増させたのであ
る。メキシコとの FTA交渉開始後において，
日本は ASEAN諸国やインドなどの国々との
FTAを進めたが，それらの国々との FTAの要
因の一つとして貿易障壁の削減・撤廃による輸
出市場の確保・拡大の追求があった。
　日本企業は，特に発展途上国において，子会
社への出資制限，本社からの従業員派遣に対す
る制限，進出に当たって技術移転を要求するよ
うな規則など，様々な形で自由な活動を制限さ
れている。これらの措置については，外国企業
の直接投資を抑制することから，経済成長の実
現にとっては負の効果があることが多くの発展
途上国政府によっても認識されているが，国内
企業や産業の保護が優先され，結果として，直
接投資制限政策が採用されている。また，企業
にとって競争力の源泉として極めて重要な知的
財産権に対する保護が不十分であったり，政府
系企業による市場支配力が強い非競争的な市場
環境といったように，日本企業は様々な制約の
下での行動を強いられている。このような障害
に直面する日本企業にとって，より自由かつ透
明性が高く，安定的なビジネス環境での操業を
可能にするために，多くの日本の FTAには投

資章が盛り込まれている。日本は FTAを締結
していない国々に対しては，投資協定を締結し
て，これらの問題に対応している。FTAを締
結していないアジア諸国で，日本が投資協定を
発効させているのは，中国，香港，モンゴル，
韓国などの国々である 14）。FTAや投資協定に
よる市場におけるルールの設立や整備は，それ
らの協定を締結している国々において，日本企
業のような外資系企業にとって好ましい影響を
与えるだけではなく，現地企業にとってもビジ
ネス環境が整備されることで，市場全体が活気
づき，それらの国々の経済成長を推進する。
　直接投資促進のためには，FTAおよび投資
協定だけではなく，租税条約や社会保障協定を
締結することで，二重課税や二重保険料を調整
することも有効である。東アジア諸国で日本と
租税条約を締結している国はインドネシア，韓
国，マレーシア，シンガポール，タイ，中国，
フィリピン，ベトナム，ブルネイ，香港，イン
ドと 11 カ国（2012 年 4 月現在）と多いが 15），
社会保障協定を締結しているのは，韓国（2012
年 12 月 28 日現在）のみである 16）。
　日本の FTA推進にあたっての二番目の理由
は，国内における構造改革の推進である。90
年代初めにバブルが崩壊して以来，日本経済は
長期間に亘って低成長に陥ってしまっている
が，低成長からの脱却と復活を実現させるには，
経済活動の担い手である労働や資本が効率よく
機能できるような経済環境を整えなければなら
ない。そのためには，構造改革を実行すること
で労働や資本の移動を妨げるような規制を削
減・撤廃しなければならない 17）。但し，多く
の場合，構造改革推進にあたっては，内生的に
発生する国内からの圧力・刺激だけでは不十分
であり，海外から日本に対して市場開放を要求

14）経済産業省（2012a）
15）経済産業省（2012b）
16 ）日本年金保険ホームページ http://www.nenkin.go.jp/n/www/agreement/detail.jsp?id=5068，アクセス日 2013 年
4 月 21 日
17 ）日本経済の復活には，構造改革の必要性が唱えられているが，深尾（2012）は詳細な実証分析の結果を用
いて，説得的な議論を展開している。
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する「外圧」が有効な役割を果たす。過去にお
いては，GATTおよびWTOでの貿易自由化交
渉での約束や米国からの市場開放要求が有効な
外圧であったが，WTOの下で 2001 年に開始さ
れたドーハ・ラウンドは暗礁に乗り上げてしま
っており，また，米国からの市場開放圧力が低
下している現状においては，FTAが唯一の外
圧となっている。現在，日本において FTAと
の関連で注目を集めている構造改革は農業改革
である。FTA推進派は，農業における低競争
力は長期間に亘る手厚い保護が原因であり，
FTAで農業部門を開放すると共に構造改革を
進めれば，農業の競争力は向上し，輸出産業に
なることも可能であると主張する。しかしなが
ら，農業部門による政治への影響力が強いこと
から，日本の締結した FTAでは，多くの農産
品は貿易自由化の対象から除外されている 18）。
　第三の理由として，これは特にアジア諸国と
の FTAを進める理由となるが，発展途上にあ
る東アジア諸国の経済発展を FTAの枠組みを
通して支援することが挙げられる。日本の締結
してきた FTAは，貿易自由化だけではなく，
貿易円滑化，投資の自由化および円滑化，経済
協力などを含む包括的な内容を持っている。日
本にとって FTAを進める第一の理由の議論で
も指摘したように，FTA相手国市場において，
FTAによって望ましい投資環境が整備されれ
ば，日本からの投資が拡大し，日本企業にとっ
て恩恵があるのみならず，投資受入国にとって
も経済成長の恩恵が期待できる。また，日本は
FTAに含まれている，人材育成や中小企業支
援といった経済協力に関係するプログラムを用
いて，FTA相手国の経済発展を支援すること
が重要である。日本との FTAを通じて FTA相
手国の経済発展が推進されれば，日本企業にと
っても輸出や投資の拡大の機会が与えられるこ
とで恩恵が期待できる。さらに，アジアにおけ
る経済発展の推進は社会的および政治的安定を
もたらす可能性が高く，その結果，より一層の

経済発展が実現する。
　ここまで日本にとっての FTAの意義につい
て，経済面に焦点を絞って議論をしてきた。し
かしながら，現実においては，経済的理由だけ
ではなく，政治や安全保障などの国際関係的な
理由も FTA締結において考慮されている。例
えば，日本の ASEANとの FTAについては，
日本と中国の東アジアにおける主導権を巡って
のライバル関係が，重要なきっかけとなってい
ると思われる。日本は，前節でみたように，
ASEAN諸国に対しては，シンガポール，マレ
ーシア，タイというように二国間での FTAを
設立する方向で政策を進めていた。しかし，中
国が ASEAN全体との FTAを進めることが明
らかになるや，日本も ASEAN全体との FTA
締結に動いた。このように FTAを巡っては，
非経済的要因も重要な要素であるが，本稿では，
経済的側面に焦点を絞って議論を進める。

Ⅲ－３．日本の FTAの評価と問題点
　日本の FTAを進める一つの目的は，FTA相
手国市場の開放を進めることであることは，前
節で議論した。したがって，FTAの評価にあ
たっては，その目的の達成度合いを検討するこ
とが重要である。表５には，ASEANが 6カ国
との間に発効させた FTA（ASEAN+1FTA）に
おける FTA自由化率が示されている。ここで
FTA自由化率とは，関税表に記載されている
商品の中で FTAによって関税撤廃が約束され
た商品の数の割合を示している。同表によると，
ASEAN -日本における ASEAN側の平均自由化
率は 92.9%でインドの 79.7%に次いで低い。
ASEANの豪州・ニュージーランド，中国，韓国
との FTAでの FTA自由化率は，各々，94.8%，
94.7%，94.9%である。日本企業は豪州・ニュー
ジーランド，中国，韓国などの企業と比較して，
ASEAN市場での自由貿易の機会が，僅かでは
あるが，限定されている。このような状況をも
たらした一つの原因として，日本が ASEANに

18 ）日本の FTAにおける農業問題に関しては，特に TPPとの関連で，本間（2013），山下（2012）などを参照。
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対して市場を開放しなかったことがある。実際，
ASEANとの FTAにおける日本側の自由化率は
91.9%で，日本に対する ASEAN側の自由化率
よりも低い。ASEAN+1FTA交渉は，他の交渉
と同様に，互恵的な形で行われたことから，相
手の自由化提案が限られたものであれば，自国
の自由化提案も限られたものとなった。
　日本の FTAを推進する理由の一つとして国
内における構造改革の推進を議論したが，FTA
自由化率が低いことは，構造改革推進への貢献
が低いことを意味する。この観点から日本の
FTAを評価するならば，他の国々の FTAと比
べて評価は低い。ASEAN -日本で日本側の FTA
自由化率が低いことを確認したが，日本が発効
させた他の FTAにおいても FTA自由化率は低
い。例えば，メキシコ，チリ，スイスとの FTA
での FTA自由化率は，各々，86.0%，86.5%， 
85.6%である 19）。日本側の FTA自由化率が低
い理由は，農林水産物に対する関税撤廃が行わ
れていないからである。日本が，これまで発効
させてきた FTAで関税撤廃をしていない商品

の数は 940 であるが，そのうちの約 90%の
845 品目が農林水産品である。コメ，小麦，大
麦などを含む多くの農林水産品は自由化から除
外されるか，再協議・スタンドスティルという
形で保護が継続されている。FTAによる自由
化からのメリットを増大させるには，既存の
FTAの見直しや再交渉を通じて FTA自由化率
を上昇させなければならない。
　日本の FTAに関する課題として，FTA利用
率の引き上げが挙げられる。折角，多くの時間
とエネルギーをかけて FTAを締結しても，企
業が FTAを活用することで，貿易を拡大させ
ることができなければ，FTA締結によるメリ
ットを享受していないことになる。その結果，
企業の収益を伸ばすことができないだけではな
く，日本経済へのプラスの効果も実現させるこ
とができない。
　日本企業による FTAの利用率について正確
な情報を入手するのは難しいが，JETROの行
ったアンケート調査によると，FTAの利用率
は年々上昇している 20）。日本からの輸出ある

表５　ＡＳＥＡＮ＋１ＦＴＡの自由化率：関税撤廃率（％）

（資料）Kuno (Forthcoming)

19 ）外務省資料，「日本の EPAと米・EU等の FTAの自由化率比較」『包括的経済連携に関する基本方針』
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/pdfs/siryou20101106.pdf　2013 年 4 月 22 日にアクセス。
20）ジェトロ（2012a）
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いは日本への輸入に関して，FTAを利用して
いる企業の割合は，2009 年度，2010 年度，
2011 年度では，各々，36.2％，36.8％，40.1％
であった。また，輸入に際して利用している企
業の割合は，輸出に際して利用する企業の割合
よりも高く，2011 年度の調査では，各々，40.1
％と 34.0％であった。日本企業による FTA利
用率は，ASEAN諸国およびインドとの FTAに
関して大きな違いがある（図５）。輸出入共に
最も FTA利用率が高いのは，タイとの FTAで
あり，輸出では 26.3%，輸入では 35.2％であっ
た。他方，最も低いのはその他の ASEANとい
うことで，ブルネイ，カンボジア，ラオス，ミ
ャンマー，シンガポールとの FTAであり，輸
出では 10.0％，輸入では 20.0％であった。これ
らの数字は，FTA利用率を上昇させる余地が
かなりあり，それ故，FTA利用率を上昇させ
る必要があることを物語っている。FTA利用
率については，大企業が 47.2％に対して，中小
企業は 30.1％であり，中小企業において，利用
率の上昇が課題であることがわかる。
　日本企業が FTAを利用しない理由としては，

FTAの制度を知らないと答えた企業の割合が
最も高く，その割合は 25％であった 21）。特に，
中小企業による FTAの認知度は低く，アンケ
ートに答えた中小企業のうち 29.9％が FTAを
知らないと答えた。他方，大企業による FTA
の認知度は高く，FTAを知らないと答えた企
業は 7.2％であった。FTAを利用しない他の理
由としては，輸出先の一般関税が無税で，FTA
を利用する必要がない（19.8%），輸出先の一
般関税と FTA関税の差が小さく，FTAを利用
するメリットがない（18.2％），輸出先におい
て輸出加工区や各種保税制度など FTA以外の
制度により輸入関税が免税されており，FTA
を利用する必要がない（13.8％），原産地規則
の基準を満たさない（8.8％）などであった。
FTAを利用するメリットがないと回答した企
業が比較的に大きな割合を占めていることを勘
案するならば，実質的な利用率は回答から得ら
れた利用率よりも高い可能性が高い。しかし，
この点を考慮しても，FTA利用率を引き上げ
る必要があるという指摘は有効である。

図５　日本企業のASEAN諸国およびインドとの FTAにおける FTA利用率

（資料） ジェトロ（2012a）より作成

21 ）ここでの FTAを利用しない理由についての分析では，輸出に際しての利用度についてのアンケート結果を
用いている。
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Ⅲ－４．日本の東アジア FTA戦略
　日本は既に ASEAN全体とは地域レベルの
FTA，また ASEANに属する 7か国とは二国間
FTAを発効させている。さらに，インドとも
二国間 FTAを発効させている。東アジア地域
に位置する主な国および地域で日本が FTAを
発効させていないのは，中国，韓国，台湾およ
び香港である。そのような状況において，中国
および韓国とは日中韓 FTAの下，FTA交渉が
開始された。また，地域包括的経済連携協定
（RCEP）の下で，ASEAN加盟 10 カ国，日中韓，
インド，豪州，ニュージーランドが加盟する
FTAの交渉が本年 5 月に開始された。東アジ
アを包摂するような包括的な FTAが形成され
れば，モノ，サービス，投資が域内で活発に移
動するようになり，その結果として，日本を含

む東アジア諸国の経済成長が推進される。以上
の点を考慮するならば，日本の東アジア FTA
戦略としては，日中韓 FTAおよび RCEPの交
渉を推進させることが最優先であるが，その後
には，RCEPに台湾および香港を含めるような
道筋を作っておくことが重要であろう。
　表６には CEPEA Study Group（2009）による
ASEAN+6（日中韓，インド，豪州，ニュージー
ランド）FTA（RCEP）設立による経済効果に
ついてのシミュレーション結果が示されている
が，その分析によると，RCEPが貿易自由化（関
税撤廃）だけではなく，貿易円滑化および経済
協力を含むならば，RCEP加盟国の GDPはか
なり引き上げられる（網掛け部分）22）。GDPの
増加分については，各国でバラツキがあり，最
も大きな増加はベトナムの 11.04％であるのに

表６　RCEP(ASEAN+6FTA）のGDPへの効果：CGEモデルによるシミュレーション分析の結果

（注） シナリオ１は関税撤廃のみ、シナリオ２は関税撤廃、
貿易円滑化、経済協力を含む、シナリオ３はシナリ
オ２から農産品・食料品に関する関税撤廃を除く。

　　網掛け部分は、RCEP参加国
（資料）CEPEA(2009)

22 ）CEPEA（Comprehensive Economic Partnership in East Asia）は東アジアサミット参加国（当時）による FTA
として提案され，同 FTAの実現可能性などについて研究するために民間研究者による CEPEA Study Groupが
組織された。同 Groupは 2007 年 6 月に第 1回会合を行い，2008 年 6 月に第 1フェーズ報告書，2009 年 7 月
に第 2フェーズ報告書を東アジア経済大臣会合に提出し解散した。
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対し，最も小さい増加は日本の 0.64％である。
日本の GDPの増加分が小さい理由としては，
他の国々と比べると関税率が低いことと，経済
に占める貿易の割合が低いことが挙げられる。
但し，ここでのシミュレーションでは，投資や
サービス貿易の自由化や円滑化など，RCEPに
おける重要な項目が含まれていないことを考慮
するならば，同表に記載されているシミュレー
ション結果は過小評価されて可能性が高い。実
際，直接投資の自由化も考慮した Petri等（2012）
による日中韓および ASEAN10 か国による FTA
に関するシミュレーションでは，2016 年に
FTAが発効した場合には 2020 年には日本の
GDPは FTAによって 1.4%上昇するという結
果を得ている。他方，CEPEA Study Groupによ
り示された GDPの 0.64%の増加という数字で
あっても，日本経済の潜在成長率が 2%前後だ
とするならば，0.64%の GDP上昇はかなり大
きな数字であるとも解釈できる。本節では，
RCEP形成にあたっての課題および日本の果た
すべき役割を議論することで，今後における日
本の東アジア FTA戦略を考えてみたい。
　RCEP の 内 容 に つ い て は，CEPEA Study 
Group（2009）が参考になると思われる。同報
告書では，CEPEA（RCEP）は経済協力，円滑化，
自由化の３本柱から構成されており，その中で
も特に，加盟国間の発展格差の縮小が重要な課
題だと認識されている。それらの３本柱の内容
としては，以下の項目が示されている。経済協
力としては，人材育成，統計整備，技術移転，
情報技術インフラ，輸送インフラ・ロジスティ
クス，環境・エネルギー，地域開発，中小企業
育成などが含まれている。また，円滑化として
は，原産地規則，通関手続，規格・標準，国内
規制がリストアップされている。自由化として
は，貿易および投資の自由化が挙げられており，
貿易自由化についての具体的な措置としては，
関税障壁および非関税障壁の撤廃が指摘されて
いる。また，国際的労働移動の自由化について
も触れている。
　RCEPは上述したように貿易・投資の自由化

および円滑化，さらには経済協力を含む包括的
な FTAにすべきであり，実際には，これまで
の CEPEAでの議論から，そのようになる可能
性が高い。これらの内容は，日本のこれまで発
効させてきた FTA/EPAと類似していることか
ら，日本は RCEPを積極的に推進すべきである。
RCEPの枠組みの下で，ASEAN+6 による FTA
を形成するにあたっては，既存の 5 つの
ASEAN+1FTAを束ねることで，比較的容易に
進めることができという見方があるが，それは
正しくない。表５で見たように，5 つの
ASEAN+1FTAにおいて関税撤廃の程度が異な
っている。また，Kuno（2012）によれば，商
品レベルでみると 5つの ASEAN+1FTAによる
関税撤廃パターンが大きく異なっている。つま
り，ある ASEAN+1FTAで関税撤廃となってい
る商品において，他の ASEAN+1FTAにおいて
も関税撤廃となっている商品はそれほど多くは
ないのである。
　多くの RCEP参加国には，競争力の弱い産業
が存在し，それらが強い政治力を持つ場合が多
いことから，貿易や投資の自由化に強く反対す
る。その結果，貿易・投資の自由化が進まない。
日本に関しては，既に指摘したように，農業部
門による反対が自由化を難しくしている。この
ような状況において，東アジア地域において最
も経済発展が進んだ国である日本は，自由化に
おいて他の国々の手本になるような役割を果た
さなければならない。農業部門の自由化を進め
ることが，日本経済にとって好ましい影響をも
たらすことは，表６で示されたシミュレーショ
ンの結果からも読み取れる。日本が先導役にな
り，自ら難しい自由化を実行することで，他の
国々による自由化を誘発するのである。
　RCEP交渉終了の目標は 2015 年であること
はすでに述べた。つまり，交渉開始から 2年で
合意に至らなければならない。交渉時間は限ら
れている。交渉を迅速に進めるにあたって，日
本は積極的に推進役を務めるべきである。具体
的には，日本が日中韓 FTA，環太平洋経済連
携（TPP）および EUとの FTA交渉を梃子とし
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て，RCEP交渉に圧力をかけることで早期合意
に貢献することが可能になる。また，逆に
RCEP交渉を梃子に TPPおよび EUとの FTA
交渉に圧力をかけることも重要である。このよ
うな役割を果たせるのは，それぞれの交渉に参
加する日本のみである。
　日本が農業など非競争的と考えられている部
門を自由化するには，国内における構造改革を
先行して，あるいは同時に進めると共に，自由
化による輸入急増で被害を受ける人々には一時
的所得補填や新たな仕事につけるような技術習
得への支援（セーフティネット）を提供しなけ
ればならない。また，EUによって実施されて
いるように，農業保護の手段を輸入規制ではな
く直接支払に代替することも重要である。この
ような体制を構築し，RCEP交渉における先導
役を果たすには，将来における日本経済の繁栄
を追求する政治家のリーダーシップが不可欠で
ある。

　RCEP構築にあたっては，新規加盟を可能に
することが重要である。具体的には，RCEP協
定の中に新規加盟に関する項目を設け，新規加
盟にあたっての条件などを明示的に示すことが
重要である。TPPは新規加盟を認めており，発
足当初の加盟国は 4 であったが，現在は，11
カ国で拡大交渉を行っている。RCEPにおいて
も新規加盟を認めることで，加盟国を拡大し，
最終的には，TPPと統合することを目標にすべ
きであろう。実際，2010 年の横浜で開催され
たアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議で
は，TPP，ASEAN+3FTA，ASEAN+6FTA は
APECでの地域統合であるアジア太平洋自由貿
易圏（FTAAP）構築にあたっての，道筋であ
ることが合意された。その後，ASEAN+3FTA
と ASEAN+6FTAが統合され RCEPとなったこ
と か ら，RCEP と TPP を 統 合 す る こ と で
FTAAPを設立するという道筋が有効である。

Ⅳ．対アジア通商戦略の新分野：インフラ輸出の推進

　少子高齢化が急速に進み，グローバリゼーシ
ョンへの対応に遅れている日本経済にとって，
日本市場を開放し，高成長が予想される東アジ
ア諸国との間に緊密な関係を構築することが重
要であり，その目的を実現する手段としては，
東アジアを包摂するような FTAである RCEP及
びその中で中核となる日中韓 FTAを推進するこ
とが効果的であるということを議論してきた。
最後に，ここまで明示的には触れてこなかった
が，近年，広義の通商政策において重要性を増
しているインフラ輸出について議論をしたい。
　経済発展・成長の推進には，道路・鉄道・港湾
などの交通インフラ，発電，送配電などのエネ

ルギー関連インフラ，インターネットの普及な
どの情報通信インフラなど，経済活動を支える
インフラの建設・整備さらには設備の運営・メ
ンテナンスが不可欠である。アジア開発銀行の
推計によれば，アジアでは 2010～20 年の11 年
間で約 8兆ドルのインフラ需要がある23）。イン
フラビジネスに関わる日本企業や自治体にとっ
ては，大きなビジネスチャンスであることは言
うまでもないが，すでに本論文で強調している
ように，アジアにおいてインフラが整備される
ことによりアジア諸国の経済発展・成長が促進
されることから，日本企業にとってはさらなる
輸出および投資拡大のチャンスが生まれる24）。

23 ）Asian Development Bank and Asian Development Bank Institute (2009)
24 ）木村・戸堂（2006）は日本のインフラへの政府開発援助に関して，日本の直接投資を誘発する効果を見出
した。
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それらのチャンスを日本企業が捉える事が出来
れば，日本経済の成長へとつながる。
　増大するアジアにおけるインフラ需要は日本
企業にとってインフラ輸出の機会を提供する
が，これまで日本企業はインフラ輸出において
はあまり成果をあげていない。日本機械輸出組
合の調査によると，2005 年から 2010 年にかけ
て日本企業による海外インフラ受注は各年約
200 億ドル程度で推移したが，韓国企業は 138
億ドルから 645 億ドル，中国企業は 296 億ドル
から 1,344 億ドルへと受注額を大きく拡大させ
た 25）。韓国企業と中国企業の強みは低コスト

にあると言われており，日本企業が対抗するた
めには，コスト削減も必要であるが，それ以上
に品質の高いインフラ（設備といったハード面
だけではなく運営やメンテナンスなどのソフト
面も含めた）を提供することが重要である。イ
ンフラ建設には巨額の資金が必要であり，また，
インフラの使用には公共性があることから，政
府と民間の連携・協力が重要になってくる。日
本政府や企業はアジア諸国の政府や企業，さら
にはアジア開発銀行などの国際機関との間に建
設的な関係を築き，インフラ輸出の推進しなけ
ればならない。
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